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容
器
を
使
っ
て
、
家
庭
か
ら
出
る

生
ご
み
の
資
源
化
に
取
り
組
む
市

民
団
体
の
活
動
を
支
援
し
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
市
と
市
民
団
体
が
協

定
を
結
び
、
生
ご
み
処
理
機
器
の

継
続
使
用
に
必
要
な
物
品
の
提
供

や
、
活
動
が
広
が
る
た
め
の
生
ご

み
処
理
機
器
の
無
償
貸
出
な
ど
の

支
援
を
行
う
も
の
で
す
。

問
ご
み
減
量
課
辺辺
７
９
７
・
０
５

３
０

男
女
平
等
参
画
に
関
す
る
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
報
告
書
が

ま
と
ま
り
ま
し
た

　
市
で
は
、
男
女
平
等
推
進
施
策

の
取
り
組
み
を
充
実
さ
せ
る
た
め

に
「
男
女
平
等
参
画
に
関
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
」
を
実
施
し
、
結

果
報
告
書
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。

　
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
報
告
書
は
、
市
政
情
報
や
ま
び

こ
、
男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
、

各
市
立
図
書
館
、
町
田
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

問
男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
辺辺
７

２
３
・
２
９
０
８

発
送
し
ま
し
た

浄
化
槽
清
掃
補
助
券

　
市
で
は
、
公
共
下
水
道
が
供
用

開
始
さ
れ
て
い
な
い
地
域
で
、
専

用
住
宅
な
ど
に
設
置
さ
れ
て
い
る

浄
化
槽
を
管
理
し
て
い
る
方
に
、

清
掃
費
用
の
一
部
を
年
度
内
に
１

回
補
助
し
て
い
ま
す
。

　
該
当
と
な
る
方
に
は
、
清
掃
補

助
券
を
４
月
１
日
ご
ろ
に
届
く
よ

う
に
発
送
し
ま
し
た
。

※
建
売
住
宅
・
中
古
住
宅
を
購
入

さ
れ
た
方
で
、
浄
化
槽
の
名
義
変

更
を
し
て
い
な
い
方
は
、
業
務
課

（
辺辺
７
２
２
・
２
７
５
２
）
へ
お

署
、 捺
 印
〔
法
人
の
場
合
は
、
代

な
つ

表
者
印
を
押
印
〕
し
た
委
任
状
ま

た
は
代
理
人
選
任
届
を
お
持
ち
の

方
）

【
必
要
書
類
】

○
本
人
確
認
書
類

　
書
類
の
種
類
に
応
じ
、
次
に
示

す
１
点
ま
た
は
２
点
の
書
類
を
お

持
ち
下
さ
い
。

①
官
公
署
が
発
行
し
た
写
真
付
き

の
書
類

運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
写

真
付
き
の
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

等
１
点

②
①
の
書
類
が
な
い
場
合
は
、
次

の
書
類

※
組
み
合
わ
せ
は
、（
イ
）
で
２

点
、
ま
た
は
（
イ
）
と
（
ロ
）
で

各
１
点
ず
つ

（
イ
）
官
公
署
が
発
行
し
た
写
真

な
し
の
書
類
（
健
康
保
険
証
、
年

金
手
帳
及
び
証
書
、
写
真
の
な
い

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、
納
税
通

知
書
等
）

（
ロ
）
そ
の
他
（
法
人
が
発
行
し

た
写
真
付
き
の
身
分
証
明
書
等
）

縦
覧
期
間
５
月
　
日
ま
で
の
午
前

３１

８
時
　
分
～
午
後
５
時
（
土
・
日

３０

曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

閲
覧
期
間
４
月
１
日
か
ら
の
午
前

８
時
　
分
～
午
後
５
時
（
土
・
日

３０

曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

場
資
産
税
課
（
市
役
所
本
庁
舎
６

階
）

※
縦
覧
は
、
土
地
、
家
屋
の
所
在

地
番
を
申
請
書
に
記
載
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。
所
有
者
名
か
ら
の
縦

覧
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
縦
覧
帳
簿
の
コ
ピ
ー
等
は
行
え

ま
せ
ん
が
、
手
書
き
に
よ
る
転
記

は
可
能
で
す
。

※
閲
覧
は
、
納
税
義
務
者
単
位
の

申
請
と
な
り
ま
す
。

費
縦
覧
、
縦
覧
期
間
内
の
平
成
　２３

年
度
課
税
台
帳
の
閲
覧
は
無
料

問
資
産
税
課
辺辺
７
２
４
・
２
１
１

６
、
２
１
１
８
返
７
２
４
・
１
１

７
８

【
納
税
義
務
者
以
外
の
方
へ
の
課

税
台
帳
閲
覧
制
度
】

　
土
地
や
家
屋
に
対
し
、
賃
借
権

そ
の
他
の
使
用
ま
た
は
収
益
を
目

的
と
す
る
権
利
（
対
価
が
支
払
わ

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
）
及
び
固

定
資
産
の
処
分
を
す
る
権
利
を
有

す
る
方
は
、
権
利
の
対
象
と
な
る

資
産
に
つ
い
て
課
税
台
帳
が
次
の

日
程
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

　
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
等
、

権
利
を
有
す
る
資
産
を
特
定
す
る

た
め
の
書
類
（
賃
貸
借
契
約
書
、

賃
借
権
の
権
利
人
が
記
載
さ
れ
て

い
る
登
記
簿
謄
本
等
）
を
お
持
ち

の
う
え
お
い
で
下
さ
い
。

日
４
月
１
日
か
ら
の
午
前
８
時
　３０

分
～
午
後
５
時
（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
）

場
市
民
税
課
税
務
証
明
受
付
（
市

役
所
本
庁
舎
６
階
）

費
１
件
３
０
０
円

問
市
民
税
課
辺辺
７
２
４
・
２
８
７

４【固
定
資
産
税
の
評
価
額
に
不
服

が
あ
る
場
合
】

　
縦
覧
や
閲
覧
等
の
結
果
、
自
己

の
土
地
、
家
屋
、
償
却
資
産
に
対

す
る
固
定
資
産
税
評
価
額
に
不
服

が
あ
る
納
税
者
の
方
は
、
４
月
１

日
か
ら
、
納
税
通
知
書
を
受
け
取

っ
た
日
以
後
　
日
以
内
に
、
文
書

６０

を
も
っ
て
固
定
資
産
評
価
審
査
委

員
会
に
審
査
申
し
出
が
で
き
ま

す
。

問
法
制
課
辺辺
７
２
４
・
２
５
０
６

生
ご
み
を
資
源
化
す
る
市
民
団
体
を

支
援
し
ま
す

　
生
ご
み
の
資
源
化
を
推
進
す
る

取
り
組
み
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
家

庭
用
生
ご
み
処
理
機
・
た
い
肥
化

 固
定
資
産
税
の
縦
覧
及
び
課
税
台

帳
の
閲
覧
が

は
じ
ま
り
ま
し
た

　
平
成
　
年
度
課
税
分
の
縦
覧
及

２３

び
課
税
台
帳
の
閲
覧
を
、
４
月
１

日
か
ら
実
施
し
て
い
ま
す
。

【
縦
覧
及
び
課
税
台
帳
（
名
寄
帳
）

閲
覧
制
度
】

　
縦
覧
制
度
と
は
、
自
己
の
土
地

や
家
屋
に
対
す
る
固
定
資
産
税
評

価
額
が
適
正
で
あ
る
か
ど
う
か
を

判
断
す
る
資
料
と
し
て
、
固
定
資

産
税
評
価
額
（
税
額
の
記
載
無

し
）
が
記
載
さ
れ
た
土
地
・
家
屋

価
格
等
縦
覧
帳
簿
を
納
税
者
の
縦

覧
に
供
す
る
も
の
で
す
。

　
課
税
台
帳
の
閲
覧
制
度
と
は
、

納
税
義
務
者
の
方
が
固
定
資
産
課

税
台
帳
の
う
ち
、
自
己
の
資
産
に

対
す
る
課
税
内
容
を
具
体
的
に
確

認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

【
縦
覧
、
閲
覧
が
で
き
る
方
】

①
納
税
者
、
そ
の
同
居
の
親
族
及

び
納
税
管
理
人

②
代
理
人
（
納
税
者
の
方
が
自

問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

無
料
配
布
中

生
涯
学
習
Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｉ

　
町
田
市
で
４
～
６
月
に
催
さ
れ

る
成
人
向
け
の
講
座
・
イ
ベ
ン
ト

等
を
掲
載
し
た
情
報
誌
で
す
。
今

号
で
は
町
田
市
立
図
書
館
シ
ン
ボ

ル
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
よ
む
ぽ
ん
に

図
書
館
の
利
用
方
法
な
ど
を
案
内

し
て
も
ら
い
ま
す
。

配
布
場
所
市
役
所
本
庁
舎
、
森
野

分
庁
舎
、
各
市
民
セ
ン
タ
ー
、
各

市
立
図
書
館
、
公
民
館
　
他

問
生
涯
学
習
課
辺辺
７
２
４
・
２
１

８
１

町
田
市
地
域
子
ど
も
教
室

助
成
事
業
説
明
会

　
放
課
後
・
土
曜
日
に
学
校
や
公

共
施
設
等
を
活
用
し
て
、
子
ど
も

が
安
全
・
安
心
に
遊
べ
る
居
場
所

事
業
を
実
施
す
る
予
定
の
団
体

に
、
助
成
を
行
う
事
業
の
説
明
会

を
開
催
し
ま
す
。

日
４
月
　
日
（
月
）
午
前
　
時
～

１１

１０

正
午

場
市
役
所
森
野
分
庁
舎
４
階
第
二

会
議
室

申
参
加
者
住
所
・
氏
名
・
電
話
番

号
を
明
示
し
、
４
月
９
日
ま
で
に

電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
児
童
青
少

年
課
（
辺辺
７
２
４
・
２
１
８
２
返

７
２
４
・
２
９
２
８
）
へ
。

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保
証
制
度

（
５
号
認
定
）
が

変
更
さ
れ
ま
す

　
中
小
企
業
信
用
保
険
法
第
２
条

第
４
項
第
５
号
に
よ
る
セ
ー
フ
テ

ィ
ネ
ッ
ト
保
証
制
度
の
認
定
申
請

書
（
イ
）
が
、「
最
近
３
か
月
間

の
平
均
売
上
高
と
前
年
同
期
比
５

％
以
上
の
減
少
（
改
正
前
は
３
％

以
上
の
減
少
）」
に
変
更
さ
れ
ま

す
。

※
認
定
申
請
書
（
ロ
）
は
変
更
あ

り
ま
せ
ん
。

※
認
定
申
請
書
（
ハ
）・（
ニ
）・

（
ホ
）
は
廃
止
と
な
り
ま
す
。

※
事
業
の
指
定
業
種
に
変
更
が
あ

り
ま
す
。

施
行
日
４
月
１
日

問
産
業
観
光
課
辺辺
７
２
４
・
２
１

２
９

申し込み定　員会　場日　時会議名

事前に市政
情報やまび
こ（辺辺７２４･
８４０７）へ

３人
（申し込
み順）

中町分庁舎
２階第一会
議室

４月１１日（月）
午前１０時～正午

町田市情報公
開・個人情報
保護運営審議
会

曳 栄叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡

曳
栄

叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡

曳 栄叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡

曳 栄叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡

　
前
任
者
の
任
期
終
了
に
と
も
な

い
、
新
し
い
担
当
部
長
と
な
り
ま

し
た
。
民
間
で
の
経
験
を
生
か

し
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
身

近
な
、
わ
か
り
や
す
い
市
政
の
情

報
発
信
を
心
が
け
ま
す
。

（長野県川上村）

※申し込みできる方は市内在住、在勤、在学の方が
 過半数のグループまたは個人です。

10月分の利用　４月２日から受付開始
初日の午前8時30分～午後1時の受付分は抽選、
午後1時以降は申し込み順に受け付けます

電話受付です 782・3800

10月分の利用 ４月1日から受付開始

電話受付です  0120・55・2838
※4～ 6日、13日、20日は利用できません。
※夏期期間（7月28日～8月19日）は本紙や町田市ホームページ等でお知らせします。

FAXでのお問い合わせは返 782・6815 FAXでのお問い合わせは返 0267・99・2240

町
田
市
こ
こ
ろ
み
農
園
が

民
間
施
設
に
な
り
ま
す

町
田
市
こ
こ
ろ
み
農
園
が

民
間
施
設
に
な
り
ま
す

町
田
市
こ
こ
ろ
み
農
園
が

民
間
施
設
に
な
り
ま
す

曳
栄

叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡

新
た
に
公
募
に
よ
り

民
間
か
ら
広
報
担
当
部
長
を
採
用
し
ま
し
た

本
多
浩
子
（
４
月
１
日
付
）

ほ
ん　
　

だ　
　
　

ひ
ろ　
　

こ

　
市
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ビ
ジ

ネ
ス
の
普
及
や
促
進
な
ど
、
事
業

機
会
の
拡
大
へ
向
け
た
支
援
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ビ
ジ
ネ

ス
を
町
田
市
で
始
め
て
も
ら
う
こ

と
を
目
的
と
し
た
冊
子
「
は
じ
め

よ
う
外
ま
ち
だ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ビ
ジ
ネ
ス
」
を
作
成
し
ま
し
た
。

　
冊
子
に
は
、
町
田
市
に
お
け
る

先
進
事
例
の
紹
介
や
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス
を
始
め
る
た
め
の

ツ
ボ
等
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス
と

は
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
手
法
を
用
い
て

地
域
課
題
を
解
決
し
、
活
気
あ
る

街
づ
く
り
を
目
指
す
も
の
で
す
。

配
布
場
所
産
業
観
光
課
、
市
役
所

本
庁
舎
、
市
政
情
報
や
ま
び
こ
、

各
市
立
図
書
館
、
各
市
民
セ
ン
タ

ー
等

※
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
ト
ッ

プ
ペ
ー
ジ
→
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
→
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス
→
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス
啓
発
冊
子
を
配

布
し
て
い
ま
す
）
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
産
業
観
光
課
辺辺
７
２
４
・
２
１

２
９

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス
啓
発
冊
子
が

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス
啓
発
冊
子
が

完
成
し
ま
し
た

　
町
田
市
こ
こ
ろ
み
農
園
は
、
知

的
障
が
い
等
の
あ
る
方
が
通
所
す

る
授
産
施
設
と
し
て
１
９
７
７
年

に
開
所
し
、
し
い
た
け
栽
培
等
の

授
産
事
業
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　
４
月
１
日
か
ら
社
会
福
祉
法
人

ま
ち
だ
育
成
会
が
運
営
す
る
こ
と

に
よ
り
、
民
間
の
柔
軟
な
発
想
を

取
り
入
れ
更
な
る
サ
ー
ビ
ス
の
拡

大
を
目
指
し
ま
す
。

　
今
後
も
、
七
国
山
地
城
の
景
観

を
向
上
さ
せ
、
観
光
資
源
と
し
て

の
価
値
を
高
め
る
た
め
、
市
と
社

会
福
祉
法
人
ま
ち
だ
育
成
会
で
一

定
の
協
力
関
係
の
も
と
事
業
を
行

っ
て
い
き
ま
す
。
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